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令和３年度第２回堺市文化芸術審議会 議事録 

１ 開催日時 

 

令和３年７月３０日（金）１０時３０分～ 

 

２ 開催場所 

 

堺市役所 高層館２０階 第１特別会議室 

 

３ 出席委員（50音順・敬称略） 

 

柿本 茂昭 委員 （公募委員） 

さいとう しのぶ 委員 （絵本作家） 

菅野 陽子 委員 （公募委員） 

中川 幾郎 委員 （帝塚山大学名誉教授） 

永島 茜 委員 （武庫川女子大学准教授） 

坂東 亜矢子 委員 （演劇評論家） 

弘本 由香里 委員 （大阪ガス株式会社エネルギー・文化研究所特任研究員） 

藤野 一夫 委員 （芸術文化観光専門職大学副学長） 

 

４ 出席議事関係者（50音順・敬称略） 

 

上田 假奈代 様 （堺アーツカウンシル プログラム・ディレクター） 

柿塚 拓真 様 （堺アーツカウンシル プログラム・オフィサー） 

川那辺 香乃 様 （堺アーツカウンシル プログラム・オフィサー） 

中脇 健児 様 （堺アーツカウンシル プログラム・オフィサー） 

宮浦 宜子 様 （堺アーツカウンシル プログラム・オフィサー） 

 

５ 事務局職員 

 

文化部長、文化課長、文化課長補佐 ほか 

 

６ 関係者 

 

公益財団法人堺市文化振興財団 

総務課長、事業課長、事業課係長 
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７ 議題 

 

（１） 会長選出について 

（２） 会長代理選出、アーツカウンシル部会委員の選出について 

（３） 堺市文化芸術審議会への諮問について 

（４） 第２期堺文化芸術推進計画の検証・評価について 

（５） 委員の視察について 

（６） 堺市文化芸術活動応援補助金の採択結果について 

（７） 堺アーツカウンシルからの報告 

 

８ 議事録要旨 

 

開会 

 

●事務局 

 定刻になりましたので、ただいまより令和 3 年度第 2 回堺市文化芸術審議会を開催いた

します。委員の皆様におかれましてはご多用の中、ご出席をいただきまして誠にありがとう

ございます。 

本日の司会を務めさせていただきます堺市文化課事務局と申します。 

なお、本日の会議につきましては 12 時までとなっておりますので、議事運営にご協力の

ほど、どうぞよろしくお願いいたします。 

会議に入ります前に、本日の資料の確認をさせていただきます。 

まず、令和 3年度第 2回堺市文化芸術審議会の次第、次に資料 1、堺市文化芸術審議会に

対する諮問について、次に、資料 2、第 2期堺文化芸術推進計画、冊子になっているもので

ございます。資料 3、第 2期堺文化芸術推進計画概要版、資料 4、第 2期堺文化芸術推進計

画の検証・評価作業について、資料 5、事業カード取りまとめ具体的取り組み一覧、資料 6、

委員の視察について(案)、資料 7、令和 3 年度堺市文化芸術活動応援補助金採択事業一覧、

資料 8、堺アーツカウンシルの役割について、参考資料 1、堺市文化芸術審議会委員等名簿、

そして資料番号入っておりませんけれども、参考資料 2、令和 3年堺市文化芸術活動応援補

助金のチラシ、以上でございます。 

本会議の開催につきましては、「自由都市堺文化芸術まちづくり条例」第 25 条第 2 項の

規定に基づきまして、過半数の出席がなければ開催することができないこととなっており

ますが本日、出席委員が総数 9 名中 8 名でございますので、会議は成立していることをご

報告申し上げます。 

 

＜自己紹介＞ 

 

＜事務局より説明＞ 
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議題 

（１）会長選出について 

 

●事務局 

7 月 1日より、委員の新たな任期が開始となりましたので、ここで「議題（１）会長選出

について」に移りたいと思います。 

会長は、条例第 24条の規定に基づきまして、委員の互選で定めることとなっております。 

どなたかご推薦いただける方はいらっしゃいますでしょうか。 

弘本委員お願いいたします。 

 

○弘本委員 

この間、様々な事業の見直しやアーツカウンシルの立ち上げ含め、議論をリードしてきて

いただいた中川委員にぜひ会長を引き続きお願いできたらと思いますが、いかがでしょう

か。 

 

●事務局 

ありがとうございます。ただいま弘本委員から中川委員を推薦されるご発言がございま

したが、どなたか他にご推薦いただく方はいらっしゃいますでしょうか。 

いらっしゃらないようでしたら、中川委員に会長にご就任いただくことにつき、ご賛同い

ただけますでしょうか。 

ありがとうございます。それでは、中川委員に会長をお願いいたします。 

 

（２）会長代理選出、アーツカウンシル部会委員の選出について 

 

●事務局 

続きまして、「議題（２）会長代理選出、アーツカウンシル部会委員の選出について」に

移らせていただきます。条例第 24条第 3項に審議会の会長が会長代理を定める旨の条項が

ございまして、ここで中川会長にご指名をいただきたいと思っております。 

中川会長どなたかご指名いただけますでしょうか。 

 

◎中川会長 

ただいま会長ということでご指名いただきました。以後、どうかよろしくご協力のほどお

願いします。私としましては今、最先端の研究領域を開拓しておられる藤野先生に引き受け

ていただいたら、大変嬉しくありがたいなと思っておりますので、藤野先生ひとつお願いで

きませんでしょうか。 

 

○藤野委員 

若輩者ですけど、中川先生は私の恩師でもあり、大先輩でもありますので、お受けさせて
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いただきます。よろしくお願いいたします。 

 

◎中川会長 

ありがとうございます。次にアーツカウンシル部会委員をここで指名するわけですかね。

事務局から位置づけを説明して下さい。 

 

●事務局 

堺市文化芸術審議会では、堺アーツカウンシルとの有機的な連携、堺市文化芸術活動応援

補助金の審査等を目的としまして、自由都市堺文化芸術まちづくり条例施行規則第 5 条に

基づいて、アーツカウンシル部会を設置しております。こちらにつきましても、中川会長か

ら今おっしゃっていただきましたように、部会委員の方のご指名をいただきたく考えてお

りますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

 

◎中川会長 

ありがとうございます。それではアーツカウンシル部会の委員さんに、前期と引き続いて

の委員さんもおられますが、新しくお願いする委員さんもおられます。順次お名前を申し上

げます。 

菅野委員さん、坂東委員さん、弘本委員さん、永島委員さん、この 4人の方にお願いした

いと存じますがいかがでしょうか。 

 

●事務局 

ありがとうございます。それでは会長代理に藤野委員、堺市文化芸術審議会アーツカウン

シル部会の委員として菅野委員、中川委員、永島委員、坂東委員、弘本委員、よろしくお願

いいたします。 

それでは、これからの議事進行につきましては中川会長にお願いしたいと思っておりま

す。中川会長どうぞよろしくお願いいたします。 

 

◎中川会長 

皆さん改めましてよろしくお願いいたします。前期の委員の構成は 13 人おられたんです

が、今期に 9人に縮小されているんです。 

それで、その辺の事情なんかを先ほど事務局に少しお伺いしていたら、どうもそのアーツ

カウンシルを抱えるということになってアーツカウンシルの方が現在 5人おられますよね。

その 5人を足しますと、結局 14 人になるんです。 

なので、ほぼ前期と同等の審議会の規模なので、そのアーツカウンシルの方々は、審議会

の委員ではないけれどほぼ同等の扱いと、そういうふうにお考えください。 
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（３）堺市文化芸術審議会への諮問について 

 

◎中川会長 

それでは、「議題（３）堺市文化芸術審議会への諮問について」審議します。事務局から

ご説明お願いします。 

 

＜事務局から説明＞ 

 

◎中川会長 

 ありがとうございます。本審議会は堺市長から条例に基づく計画の進捗管理について諮

問を受けたということになります。これは、この審議会のどちらかと言いますと年度ごとの

ルーチンワーク、定期定例のいわば勤務評定を行うと言ったらいいすぎかなとは思います

が、計画がどれぐらいきっちりと進行されているんだということを点検する役割を担って

いるわけです。それについて認識を皆で共有しておきたいと思いますので、よろしくお願い

します。 

 

（４）第 2 期堺文化芸術推進計画の検証・評価について 

 

◎中川会長 

それでは引き続きまして「議題（４）第 2期堺文化芸術推進計画の検証・評価について」

審議いたします。事務局からご説明お願いします。 

 

＜事務局から説明＞ 

 

◎中川会長 

今日のお話の中で一番これが、質問が多かろうかなと予想するんですが、何なりと分かり

にくいことについて、ご質問ください。ご随意に手を挙げていただいたら結構です。検証評

価の仕方ということですよね。 

ちょっと私の方から言葉を足しますと、アートとか文化事業に関する評価と言ったとき

に、アーティストがやっている中身が非常に優秀かどうかなんてことについての議論をよ

くされる方があるんですが、我々はその議論については立ち入る気はありません。 

そうではなくて、それは鑑賞された方々が評価されれば良いのであって、公共事業として

やっている限り、それが社会的にどのような良い影響を及ぼしたかを評価します。 

つまり、いいものはいいんですという論理には私たちは立ち入らないということです。社

会的な効果、評価がもらえれば議論しようということであります。そのためにお願いしたの

は、個別の各部局がおやりになっているたくさんの事業があります。堺は政令指定都市でも

ありますから、すごくたくさんの事業をやっているんですけど、その事業を全部、個別のカ

ードに取りまとめてくださいと、これをお願いして、これは約 2 年ぐらいかかったと思いま
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す。この事業カードを集計していく中で、この計画の項目ごとに対応した事業がどう分布し

てるかということを整理していただきました。その整理したものがこの具体的取組一覧、こ

れに中間集計されてるわけですね。 

だからこれが一覧表で、ここから先に細かく見たければ、この事業カードを見るという構造

になっています。 

ですので、この審議会も、ちょっと辛口で言いますと、評論家の集団では困るわけで、き

ちんと今申し上げたような、その観点に立って評価をしていただきたいということになり

ますので、そのためには、所管部署とですね、真剣勝負になります。所管部署においても、

自己評価をしてくださいとしておりますので、成果指標は必ず所管部署からの提案として

つけてください、とお願いしています。 

なお、この成果指標は理想論を言いますと、コストエフェクト、もしくはアウトカム、つ

まり成果指標が欲しいんですけど、なかなか難しい面もあります。 

結果の調査っていうのはタイムラグが後になったりしますんで、そんな後まで取れない

というケースもあるから、その場合は補助的、暫定的に算出アウトプット量、サービスアウ

トプット量で出してもらってもそれは構わないと言っております。ただそれをやることに

よって、間違いなく良い効果が出るんだという確信があるならそれでやってください。 

お互いにですね、所管部署も真剣勝負、こちらも真剣勝負でいきます。という仕組みがこれ

です。おわかりでしょうか。 

なお、一部というか、考え方のかなりの部分をアーツカウンシルの皆さん方に協力してい

ただいているわけですよね。特に補助金等の事前チェックをして頂くにあたっては、この評

価の指標といいますか、これを意識してやっていただいていると思います。そういう点では

大変ご苦労をおかけしていることをこの場で感謝したいなと思っています。ありがとうご

ざいます。では他に質問ございませんでしょうか。 

 

○中脇 PO 

重点的方向性の 1 の文化芸術その 2 の 2 つ目にある、地域文化会館における地域マネジ

メント機能の構築というのが、本年度から始まるんでしょうかね。現状値がないことになっ

ているんですけども、これに対する、この資料 2の文化芸術推進計画の 26ページを見てい

るんですけれども、その文化芸術と共に生きるの 2番目です。 

地域マネジメント機能の構築というのも、機能構築を目標値にするというのは、これ具体

的にどういうものかは、単純にちょっと後学のために知りたいなと思ったんですけど。 

 

◎中川会長 

これは計画段階での書き方ですが、どういうふうに指標化しようとしましたかね？ 

 

●事務局 

定性的な目標の立て方になっておりますので、例えば、PO さん的な方が配置できたら目

標達成という概念もございますけれども、今、地域文化会館ですね、堺市文化課が所管して
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いるものも含めまして、フェニーチェ堺とあと各区に文化会館も持っておりまして、各々、

文化芸術事業を展開しております。 

今はコロナの影響もあるんですけれども、堺アーツカウンシル主催で勉強会ということ

も開催してまいりたいと思っておりまして、今は当然、各地域文化会館は全て指定管理者制

度で運営をいただいておりますけれども、事業担当がおりまして、それらの人員増というの

は、なかなかコスト面も課題になっていると思います。文化振興財団がその指定管理を多く

担っておりますので、これらの人材のですね、スキルアップというところでこういうマネジ

メント機能を構築していきたいと考えております。なかなかどこまでいったら達成かとい

うところにお答えできているかわからないんですけども、ポジションというよりは機能の

向上、スキルの向上、スキル向上に伴う事業の発展、向上というところでですね、5年間の

中で着実に実施していって、7年度終わった段階で今の段階よりも非常に進んだなというと

ころですね。目標が定性的で申し訳ないんですけれども、ゴールという形で位置づけておき

たいなというふうに考えております。 

 

◎中川会長 

ありがとうございます。これはむしろ、中脇さんなどにご指導いただけたら、事務局とし

ては助かるんじゃないですか。 

 

●事務局 

8 月も今回、緊急事態宣言が出そうですので、検討しないといけませんが、8月に 2回で

すね、我々の所管する地域文化会館の職員、フェニーチェの職員、あと所管外になりますけ

れども、中区にソフィア堺という中文化会館もあるんですけども、その職員交えて勉強会を

中脇さん中心にやっていただこうと思っております。それらでマネジメント能力の向上と

いうことを図っていきたいと思っております。 

 

◎中川会長 

 中脇さんいかがですか。宜しいですか。 

 

○中脇 PO 

理解しました。ありがとうございます。 

 

◎中川会長 

これについては、余分な発言は出来るだけしないほうがいいと思うんですけど、実は全部、

地域文化会館バラバラにして指定管理の対象になっていたんです。そうすると、文化振興財

団が全部一括して受けることが出来なくなっているので、各指定管理者団体ごとに、きちっ

と地域マネジメント機能が必要ですよということを言っているんですけど、どれぐらいそ

れがちゃんと確立されているかということは我々が評価させてもらいますよ、お目付け役

ですよ、こちらは。そういう脅迫をしているわけです。だから、確立されているかどうか毎
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年見ますよ。単に、箱を貸し箱にしてね、貸しホールにして、単に集客力のあるポピュリズ

ムの演目を流しているだけじゃないですよ、地域の課題に太刀打ちした、プログラムを開発

し、地域の住民と参画協働型で地域文化ホールを経営するという回路を開いてくださいと

いう意味です。 

他に質問ございますか。はいどうぞ、藤野委員。 

 

○藤野会長代理 

これまでの経緯を私がよく理解してないので教えていただきたいんですけれども、まず

中川会長が今回の評価については、社会的な評価、社会的なインパクトを中心に評価される

とおっしゃられました。私は評価のことをいろいろ考えるときに、自分自身も音楽批評をや

っていることがあってやはり、芸術的評価というのをどうするかというのは大変難しいな

と思っています。そこは一応もうまとめるという事でよろしいですね。 

それからもう一つ社会的っていう言葉がなかなか理解しづらいところがあって、国の方

でも社会的な価値を経済的価値なんてことを最近は言っています。 

私、文化政策を考えるときに、人づくりと、社会づくりとまちづくりって 3つから考える

ことが多いんですけども、ただその社会づくりとまちづくりが混同されることが多いです

ね。まちづくりもあのハード系、いわゆる都市計画系と、それから最近のソフト系、何かイ

ベントをやるとか、そういったものとがごっちゃになって、人によってまちづくりって言っ

たときにイメージが違ってくると思うんですね。私の社会的なインパクトと、そのまちづく

り、つまり経済的な評価に結びつきやすいようなまちづくりとはまたちょっと違ってくる

と思うんですが、その場合の経済的な価値を評価するようなまちづくり系も今回はまとめ

るという考え方でよろしいですね。 

 

◎中川会長 

3 番の重点的方向性にはその要素が入っています。1 番、2 番のほとんどがソーシャルイ

ンクルードか、あるいは社会的インパクトの方にシフトしていると私は理解します。3番に

は経済価値も否定はしていません。 

 

○藤野会長代理 

もう 1点なんですけども、堺市には立派な財団があります。フェニーチェを運営していま

す。 

私は文化振興財団の理事という立場で関わっていることが多いんですが、理事会も、例え

ば中期経営計画のようなものを作ってその進行管理をしています。さらには評議会もあり

ます。その理事会がやっている自己評価の部分と、この審議会で行う評価との関連性、連動

っていうのはどこまであるのかっていうことを知りたいんです。 

例えば、中川先生がなさってきた滋賀県の場合も立派な文化審議会がある。私はびわ湖ホ

ールの理事を 15 年間やっていますけれども、びわ湖ホールの理事会で滋賀県の文化政策の

方針が語られるということは皆無です。滋賀県がやっている評価がこちらにおりてくると
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いうことも皆無です。 

神戸市の文化振興財団も市との連動がありません。審議会もありません。ということで、

文化振興財団の自己評価と私達の評価とどう連動するのかすごく曖昧なままですね。尼崎

市の場合も財団があって自己評価をしているんですが、それとは別に外部評価委員会を作

っていたので、若干連動ができるような形にはなってきているんですけど、まだ自治体によ

ってその文化振興財団がありつつ、そこでの理事会とかでやっていることと、それからこう

いった審議会で評価していることとの連動っていうのか、見えていない状況だと思うんで

すね。その辺りの整理とか考え方っていうのは、堺はどうなっているのか。 

 

●事務局 

藤野先生に全てお答えできるかどうか分からないですけれども、この審議会も、当然堺市

文化振興財団が実施する事業は今回検証対象で、実際の視察も行っていただいております

し、堺市文化振興財団の実施している事業は、市の補助事業でございますので、当然検証対

象になります。 

ただ、財団全体の、例えば財団自身も中期の経営計画を、自分達で方向性を定めてやって

いっておりますし、各々、評議委員会、理事会を構成してですね、自分たちで自ら考えてや

っていっていただいておりますので、この審議会が、その財団の経営の根幹に関するところ

まで踏み込んでいくのかというところなると少し疑問点というか、それは審議会の範疇で

はないのかなというふうに考えます。ただ事業については、今日は堺市文化振興財団から 3

名来ておりますけれども、我々も逆に評議員会、理事会に参加してまいりますし、文化振興

財団もこの審議会に参加して意見を聞いてですね、評価対象になってまいります。我々もそ

の他の都市の文化課と文化振興財団の一般的な関係というのはいろいろと見聞きするとこ

ろはあるんですけども、その審議会が大きく方向性に携わっていくというところに関して

言うと、我々として考えるのは、十分に連携は取れているというふうに思いますし、検証対

象の事業に審議会も携わってきておりますし、文化振興財団の事業につきましては、一昨年

度、審議会での評価対象ということでかなり長い時間議論をいたしまして、こうあるべきだ

ということを審議会の方から提言をして、文化振興財団もそれを重く受けとめていただい

て、どんどん良い方向に変わってきているというふうに思います。ただそれが経営面である

とか、人員体制面であるとか、その辺まで審議会で議論するというところは少し違うのかな

と思いますけれども、特にソフト事業ですね、館の管理であるとか文化振興財団が直接やっ

ていく事業につきましては市とも十分連携しておりますし、それはこの審議会の評価対象

になっていると思っておりますので、そこは全部が密接にということはないんですけれど

も、ソフトでは十分連携を取れておりますし、意思疎通もできていると考えております。 

 

◎中川会長 

藤野先生ね、びわ湖ホール財団、合併後のびわ湖ホール財団と言っていいかなと思うんで

すけど、滋賀県の文化審議会の中でも評価の対象に僕はなっていると思うんですね。ところ

が滋賀県は文化条例もある、文化基本計画もあるにもかかわらずびわ湖ホール財団は少し
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距離があったことは事実です。 

これが議会においても、批判の対象になった時期があって、あのびわ湖ホール問題の年度

というのがあったんです。そのときに審議会がだいぶ助け舟を出したという経過もあって、

今はかなり良い関係になってると思うんです。その後、びわ湖ホール財団の事務局長もしく

は事務局長代理が審議会に在籍しなさいとルール化されました。堺はもうすでにそこにお

られるように、きちっと議事関係者として出席しておられますよね。そういう点では、滋賀

県の方がちょっと遅れていたと思うんですけど、いまだにその状態であるというのは私は

危機感を感じます。元の会長としては。だから、ちゃんと県の方針通りに財団の運営をされ

ているのかどうかということは当然評価の対象になるんで、理事としても先生の方からち

ょっとアピールしたらいいかなと。 

神戸市の場合は、条例もない、基本計画もない、まったく何もないんですよ。ですから、

神戸市文化振興財団が自主的、主体的にやってくださいという姿勢なんですよね。神戸文化

ホールがメインホールで各区民ホールがそれをちゃんと枝ごとに分断してやっているとい

う関係になっていないんです。あそこもみんなバラバラに指定管理出しちゃっているから、

灘区民ホールとか東灘区民ホールは全く違うし、もう統一性がなくなっている。そういう意

味では、神戸文化ホールのみが必死になって頑張っているというような感じが私はします

ね。尼崎市は知りませんけど、尼崎市は条例ないんじゃないでしょうかね。あったかな。あ

りました。文化条例。 

だからその辺でね、財団は財団で、治外法権でございますみたいな自治体がまだ多いこと

は事実です。ただ、堺の場合はそういうわけにいかない。なぜかというと、市から出してい

る補助金の審査をやっぱり我々がするわけですね。そのときにこの補助金はどのように使

われているんですかということについては、財団とものすごく深い会話をしましたので、財

団側におかれても、堺市の文化基本計画に沿った事業をするということについての理解は

深まったと思います。 

それともうひとつはこの数年間で、集客型の事業と社会貢献型の事業との交通整理がで

きたんじゃないか。集客型というのは、安い金額でたくさんの人に見てもらったらいいじゃ

ないですか、これは否定しませんけども、そうではなくて、文化振興基本計画に沿った、例

えば乳幼児対象の事業であるとか、あるいはその時間がないし忙しいという人を対象とし

て事業とかやっていると、こんなもん収益上がるわけがないですよね。そういうものについ

ては社会貢献型、社会公益型事業として、一定の補助金を出すという正当性はあるわけで、

そういう交通整理はだいぶさせてもらいましたんで、堺市の文化財団との関係については

非常に風通しは良くなったと私は思っています。こんなところでお答えになってますでし

ょうか。他にご意見ございますか。 

 

○上田 PD 

とっても些末なことなんですけれども、この事業カード取りまとめ資料 5ですね、見せて

いただきました。非常に時間がかかったことなんじゃないかなと思って拝見しました。 

ところがですね、この成果指標のところなんですけど、例えば 1番上にあるホームページ
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のアクセス件数というのはありますけれども、最近の若い人はもうホームページも見ない

んだとか、YouTube を見るということで、この件数をだしても、実際世の中と合わなくなっ

てきていたら、数字が減っていくので、あまり良い指標にはならないかもしれないなと思い

ました。人口も減っていく中で、せっかく経年でとっている数値ですから、この辺のことな

んかもちょっと考える際に、プラスして SNS とかも加える数値にするのかとか、ちょっと補

助をつければ数字が良くなるのではないかと思ったりとか、また中にはアンケートの結果

を指標に上げているところもありますし、状況に応じた良い指標が見直せるところがあれ

ばいいなと思いました。以上です。 

 

◎中川会長 

ありがとうございます。 

アナログでないデジタルのやつについては時代とともに変わるので、これについては弾

力的に補助指標を考えて欲しいとこういうことですよね。それ以外のほとんどがアナログ

なんですよね。来館者数とか、提携件数とか。そういうご意見を活かしてください。 

 

○柿塚 PO 

詳しく資料を確認したいんですけど、2 ページにあります連番 10 の堺市文化振興財団事

業補助については担当部署が文化課となっていますんで、これは文化課が評価をされると

いう理解で、7ページの方に同じく担当部署が直接文化財団になってるものが 42番 43 番 44

番とありますが、それについては直接財団が評価をされるという、そういうすみ分けがされ

ているということでしょうか。これはときには重複しているものを 10 番については文化課

が評価され、42 から 44に関しては財団が評価されるということなんでしょうか。 

 

◎中川会長 

はい、補助金の支給元は文化課である。それを使った事業は財団がしているという関係だ

と思うんですね。今の評価の関係を説明してください。 

 

●事務局 

今、中川会長がおっしゃっていただいた内容が、正しいところだと思うんですけども、堺

市文化振興財団に対しまして、市から補助金を出しましてですね、いろんな事業やっていた

だいているんですけれども、この評価は、文化課がやっていくという形で、先ほど柿塚 PO

がおっしゃった 10番のところは、担当部署名が文化課になっております。この事業カード

自体は、いろんな人がいろんな事業をやっていくんですけれども、42 番、43 番のアートス

タート、ミーツアートこれは補助対象事業でございまして、この文化振興財団が主体となっ

てやっていくという、自己評価という形になっておりますので、担当部署名がわかれている

というふうにご理解いただければと思います。 
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○柿塚 PO 

10 番の成果目標の社会包摂型事業の実施本数というのは、この 42 から 44 の実施件数に

連動しているんですかね。 

 

●事務局 

そうですね、基本的に連動しております。 

 

◎中川会長 

よろしいですか。みなさんきちっと鋭いご指摘なので、よろしくお願いします。ほかない

ですか。最後に気がついたことがあればご発言いただく機会を設けます。それでは次に移り

ます。 

 

（５）委員の視察について 

 

◎中川会長 

次は議題の「議題（５）委員の視察について」事務局さんからご説明お願いします。 

 

＜事務局から説明＞ 

 

◎中川会長 

ありがとうございました。このような形でやろうと思いますので、各委員におかれまして

はご都合のつく限りできるだけ、ご視察にご協力をお願いしたいと思います。それぞれで希

望を言えばいいんですね。よろしくお願いします。 

 

（６）堺市文化芸術活動応援補助金採択結果について 

 

◎中川会長 

それでは続きまして「議題（６）堺市文化芸術活動応援補助金採択結果について」ご説明

お願いします。 

 

＜事務局から説明＞ 

 

◎中川会長 

これにつきましては、すでにスタートしていただいております堺アーツカンシルの皆さ

ん方の、公募型補助金の事前チェックというこの機能をフルに発揮していただくわけでご

ざいます。 

それからなお、先般私も見させていただきましたけど、合格されたところばっかりでなく、

不合格となってしまったところに対しても、上田ディレクターが非常にきちっと丁寧にコ
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メント案を書いてくださっていて、私はすごく嬉しかったです。ここをこうすればもっと良

くなります、ここをこうすれば次年度いけるんじゃないでしょうかみたいな希望がここに

感じられました。 

落ちると、非常に落胆されるところもありますが、非常に心が行き届いた配慮してくださ

ったことに感謝します。これについて、上田さんの方からお言葉があれば、どうぞ。 

 

○上田 PD 

補助金の審査、そのものには関わるわけではないという立場で、全ての団体さんや活動さ

れている個人の方が採択されるようにと思っての関わり方をしました。実際問題、書類を長

く見た方かなと思いますので、そこで不採択の方にも言葉を紡ぎたいなと思ってお返事も

書きました。今後は、その採択された方の事業も伴走支援という形で関わらせていただくの

が堺アーツカウンシルのひとつの責務かと思っています。 

ただ、個人的には伴走支援というと、何か支援という言葉がちょっと重たいかなというか、

余計なお世話感もあるので、調査の部分も兼ねてお話を伺わせてくださいという形でお訪

ねしようと思っています。今、訪ねるところを大体決めたところで、PO さんと、そして私

とで訪ねていこうと思っているところです。なるべく採択された事業を覗きに行こうと思

っています。 

 

◎中川会長 

それでは他にご質問などございますでしょうか。 

 

○藤野会長代理 

これ、今年度は全く初めての補助金ということですね。それで、大きなところ、300 万円

の舞台芸術創造発信のところで、3件で 600 万円ですかね。これは、今まで何か別の枠で助

成金が市から出ているということがあったんでしょうか。 

 

●事務局 

補助制度はあったんですけれども、固定した事業について補助金を交付しておりまして、

それを審議会でも議論をいただきながら見直しを図ってまいって、新たな制度ということ

で、この公募型補助金を立ち上げたという形になります。 

今までも補助制度自体はあったんですけれども、公募型という形ではなかったところを、

審議会のご助言をいただいて、変えたという形になります。 

 

○藤野会長代理 

総額でいうと旧来のものよりも額は上がっているのですか。 

 

●事務局 

令和 3 年度の採択額は約 1800 万円になるんですけれども、令和 2 年度の交付金額では
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1600 万円ほどでございましたので、公募にするにあたって、若干枠は増やして予算配分し

ている形です。 

 

○藤野会長代理 

私が知りたいのは過去補助金を受領していた、ちょっと言い方が悪いかもしれないです

けど、それで 1600 万、200 万増やして 1800 万で公募になったからクリアになった、それは

すごくいいことだと思うのですが、その今までの自動的に助成されていたところと、それか

ら今回、選ばれたところでどのぐらい違いがあったのか、額がどういうふうに変わったのか

という、そこまでわかると私は非常に意味深いなと思うんですけど。 

 

●事務局 

この公募型になり、今まで交付していた団体もご応募をいただいておりまして、金額ベー

スでいくと、だいたい 4、500 万、すみません、細かい数字は出ないですけども、500 万ぐ

らいが、令和 2年度も交付していた団体で、件数ベースでいきますと約 40件採択の 1割程

度が昨年度まで交付していたところですので、新しいところが増えたというふうに認識を

しております。ですので、今まで交付していた団体が応募いただいて、先ほど申し上げた全

体の採択率が 5割でしたので、不採択になったというところも、事象としてはございます。 

 

○藤野会長代理 

かなりドラスティックな変化ですよね。なかなか他の市でやろうとしても出来ないこと

だと思うんですが、そのことが今スムーズに移行しているというお考えですか。 

 

●事務局 

そうですね、この補助金の流れにつきましては、十分な議論、審議会での議論を答申とい

う形で頂戴いたしまして、補助金の団体とも議論をして変えてこれたかなという、当然先ほ

ど、藤野先生がおっしゃられたドラスティックというところで議論があった点は一部あり

ますけれども、何をもってスムーズというところはあるんですけれども、概ねスムーズとい

うか、変えてこれたかなと思います。先ほど申し上げたように、令和 2年度に交付していた

団体に応募いただいたんですけど、不採択になった事業もあるんですけれども、そちらにつ

きましても引き続きアーツカウンシル中心に支援をしていって、次年度に採択されるよう

な内容に変わっていただきたいというふうに思っておりますし、アーツカウンシル中心に

いろいろな文化団体を支援することによって、補助金に応募していただけるより良い団体

が増えるように努めていきたいと。令和 2 年度まで継続的に交付していた団体についても

同じようにブラッシュアップをしてこの公募型補助金で採択を勝ち取っていただきたいな

というふうに思っております。 

 

○藤野会長代理 

上田さんをはじめとして、アーツカウンシルの功績がすごく大きいということですね。 
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◎中川会長 

一番心配したのは、藤野先生がおっしゃったリバウンドが起こるということです。つまり、

オープンシステムにすると、今までクローズドシステムでもらっておられた団体が、痛みを

感じられるわけで、それを批判する気は一切ないわけですよね、こちらは。しかしながら、

その自己評価もしていただきたいし、やっぱりパブリックなお金でありますから、社会の評

価にさらされるということにもう少し慣れていただく必要があるなというのはあります。 

ただ、いきなり、こっちから右から左にバーンとオープンシステムに移るというのは、つ

らい団体も中には一部あったと私は聞いています。だから、それについては当方はアーツカ

ウンシルの所管事項ではないと。前の総予算よりまだ 2、300 万積んでくれているわけです

から。増えた分がたくさんの市民に行き渡るようになったことの方を評価したいなと、我々

は思っています。 

 

○藤野会長代理 

関心があるのは、その今の移行というのがね、本当にうまくいっているのかどうかという

評価ですよね。それは今後の他の自治体にも関係してくることは、日本の文化行政全般に関

わってくることなので、そこなんか内部だけでということよりも、オープンになった方がい

いなという気がしますよね。 

 

◎中川会長 

ですからアーツカウンシルの方にお願いしたのが、オープンシステムのものをもっと成

長させていくべく、みんなの人気を得られるというかね、支持を得られるような選考の仕方

を開発してもらうということだったんですが。うまくいったのではないかと思います。落ち

た団体も、わざわざコメント案をきちんと書いてくださったというのが、我々にとって望外

の喜びでした。ただでさえ、平地に乱を起こす仕事ですから、これは。他よろしいですか。 

 

○さいとう委員 

広く、いろんな方たちに知っていただいて、助成金を受けるということに関して、私、職

業柄ですが、このチラシについて、こないだ来ていただいたときも言ったんですけど、硬す

ぎて素通りしちゃう感じがあって、もっと広く、パッと見て、助成金が受けられるんだとい

うような。内容は非常にわかりやすいんですけど、パッと見た感じが何か硬すぎるなってい

う印象があるので、これをより良くパッとこうキャッチフレーズとしてすぐわかるような

内容にすれば、もっと広く、いろんな方にこれを知ってもらって、助成金を受けたいですと

いう気持ちになってもらえるんじゃないかなと、職業柄思いました。 

 

◎中川会長 

おっしゃるとおりだと思います。文化芸術活動応援補助金なんだからデザインももうち

ょっと考えてとおっしゃってると思います。これからはね、アーツカウンシルのメンバーも

おられるしね、さいとう先生もおられるんだから、ちょっと見てもらえますかと見てもらっ
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たらどうでしょうか。 

 

○永島委員 

今回なくてもいいと思うんですけど、こういう助成金はだいたいこの枠組み自体が決め

られているんですけれども、やはり、その枠組みに当てはまらないような助成をだそうとい

う立場からすると、どの事業がどの区分にふさわしいか、そういう枠組み自体も今後は少し

考えていったりとか、あとはこの採択されたものを見ていても、もしかするとこのスタート

アップで採択されたものや、あとはもう割と確立しているような活動、例えば先ほど、藤野

先生がおっしゃったようなシティオペラとか、大きな活動ですよね、そういうのがバラバラ

に採択されて、それぞれ活動してもらうというのも、もちろん必要です。ただ、それを結び

つけつつ、有機的に繋がっていけるような仕組みというのも、今後は検討していく方が、一

つひとつバラバラで勝手に活動してても結びつかないというか、やっぱりせっかくお金使

うんだったら、それぞれ若い団体があるんだったら、それをもう少し成熟した団体の活動と

結び付けたりとか、そういうのを今後は展望としてもあってもいいんじゃないかなという

ふうに思いました。 

 

○上田 PD 

同じこと考えておりまして、せっかくこの年に堺市のこの事業に参画いただいたってい

う皆さんにぜひネットワークを作っていただきたいと思って、事業報告のことも大変です

からそれの説明会とかですね、そのときに皆さんと一緒に話ができる場面であったりとか、

また市民向けの勉強会も含めて採択された方、不採択の方も含めて、底上げになるような繋

がりが生まれるようなことというのを企画してですね。ただちょうどコロナで開催が厳し

かったりとかあるのですけれども、オンラインを使ったりとかしながらと思っています。 

 

◎中川会長 

ちょっと時間押し気味ですが、堺アーツカウンシルからの報告があります。事務局からご

説明お願いします。 

 

＜事務局から説明＞ 

 

○上田 PD 

先ほどから中川先生に時々振っていただいたので、お話もさせてもらっています。 

概ね、4つぐらいのことをしようと思っていて、し始めたり、これからということもありま

す。 

1 つは補助金です。補助金の話は先ほど申し上げましたが、さらに付け足しとしては、出

来ましたら観客として参加いただいた方、ワークショップの参加者にアンケートを呼びか

けて、もちろん実施事業者が自分たちの事業の報告の際に役立ち、自己評価をしていただく

と同時に、その結果を堺市の状況として考えていく調査に結び付けたいと考えています。 
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そして、アーツカウンシル自体が事業実施するわけではございませんので、堺の文化芸術

の推進を図るということで、地域文化会館や財団の職員の方に、研修といえばおこがましい

んですけれども、一緒に考えていくような機会を作りまして、そうした底上げを担っていま

す。とりわけ私としては、その中でのチーム作りを特に意識をして行っています。 

もう 1つが、市民向けの勉強会とか、そうした企画なんですけれども、考えてはコロナの

ために延期という状況が続いています。 

4 番目の調査なんですけれども、堺市の文化芸術の取組をどのように検証していくか、そ

して、そのこと自体を通して、補助金の事業であったり伴走支援なんかも使いながらヒアリ

ングをしたりとかして、アーツカウンシル自体の活動についても評価をしていこうと思っ

てますし、それがひいては堺市の文化芸術の状況を分析をしたり、また今後どのようにして

いけるかということを探っていくひとつの契機にしたいと思っています。以上です。 

 

◎中川会長 

ありがとうございます。滑り出したばっかりですけれども、今のところ、非常に私は幸せ

なスタートラインが切れているんじゃないかなとは思ってます。 

これから大きく育てていっていただかないけませんので、先ほどアーツカウンシル部会

委員になられた審議会メンバーも仲間と思ってよろしくお付き合いください。 

それでは、今までの話をお聞きいただいて、このアーツカウンシルに対する期待といいま

すか、コメントございましたら、各委員から順番にいただきたいと思います。藤野先生の方

からよろしいですか。 

 

○藤野会長代理 

こういう形のアーツカウンシルは多分日本で初めてだと思うんですよね。多くは文化振

興財団の中に設置されていて、それ本当に自立性があるのかと、すごく不思議な感じがずっ

としていました。今回のこのくくり方ですね、だいたい審議会そのものも、アーツカウンシ

ルですからね。審議会も含めて、アーツカウンシルという見立てというのは僕は画期的だな

と思っています。 

ですから、今後これがうまく機能する、本当に素晴らしい人材が集まってそれでうまく機

能することを願っていますし、私も一員ではないですが、いや一員ですね、審議会のメンバ

ーだから一員なんですよね。とっても楽しみにしております。ありがとうございます。 

 

○弘本委員 

今日、会議が始まる前もすごく良い雰囲気で皆さんが情報交換されていて、そういう場と

して、この審議会が機動的に動いていくといいますか、そういうふうな形になっていること

がすごく嬉しいなと思って、とても清々しい気持ちで今日この会に臨ませていただくこと

ができました。本当に素晴らしいメンバーの方に集まって頂いて、感謝しておりますし、こ

れから非常に良い議論ができるでしょうし、実際に形に結びついていくなということを予

感できて本当に嬉しく思っています。ただひとつ冒頭の議題のところで、ちょっと発言の機
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会を逸してしまったんですけども、この事業取りまとめカードについて、上田さんからも少

し指標の補足などのご意見が出て、私もその通りだなと思ってお聞きしたんですけども、ち

ょっと余談になってしまって申し訳ないですがついでに発言させていただきますと、これ

までに実際に訪問して検証評価をした事業もいくつかありますよね。 

内容まで書く必要はないので、何年度に検証評価対象にしたということを、何か印でわか

るようにしといていただきたいです。そうすると少なくとも、そこには何人かの委員が行っ

て、議論をして意見交換を現場の人ともしてということが過去にあったということはわか

るわけですね。そうすると、そこでどういう議論があったかというのはある程度資料を遡れ

ばわかりますし、また行った人間は記憶にもありますので、その上でこの事業の組み立てな

どを見て、反映されてるケースとそうでないケースが、やっぱり出てくるんですよね。読ん

でいても、それなりに受け止めてやっぱり前向きに改善されようとしているなというニュ

アンスと、全く関係ないところがやっぱりあるように思うんです。何かそういうところの注

意喚起ができていくと良いかなと、その一覧を見たときに変えようと努力してらっしゃる

ところというものはわかるので、その他の方々も、こういうふうな変え方というものがある

んだなというような、そういうヒントにもなるような気がするんです。だからそこは、ぜひ、

少しの情報の補足によって、そういう動きを作っていくことができたらいいのかな、それが

PDCA 評価に繋がるのかなというふうに思いました。それと、これをまとめられたことによ

って、アーツカウンシル部会、アーツカウンシルの皆さんがこれからいろんな活動をされて

いくときの資源というか台帳みたいなものでもあるなという気がしたんですね。これから

の事業を、研修であれ、様々なことを取り組んでいかれる中で、ここと上手く結びついてい

く、つけていくというような発想で見ていっていただけると、先ほど有機的というお話も出

ましたけど、よりそういう形に結びついていくのかなと思って、そんな期待をしながら拝見

しました。よろしくお願い致します。 

 

○坂東委員 

はい、アーツカウンシル部会に前回加わらせていただいて、いろいろ書類で判断するしか

なかったので、書類はいろいろ拝見したんですけども、やはり、こういう助成金へ参加され

る、応募されるのが初めてという方がほとんどだったと思うので、あの書類の書き方に慣れ

てない方がほとんどだなというのはすごく感じました。 

ですので、実際にあの自分たちが計画しているものを十分、伝えきれてないというような

ことも非常に感じましたので、不採択の事業はもちろんですけども、採択された事業者の方

にも、書類の書き方というか、もっとこういうところをアピールするべきみたいなものを助

言するようなこともちょっと必要なのかなということは思いました。       

今回からは視察というのが加わりますので、書類だけではない評価というのもできると

は思いますけれども、そういう資料を書くことに対して、もう少し意識を持ってもらいたい

というか、それによって自分たちの事業の意義みたいなことも見つめ直すことができると

思いますので、そういうところも助言していただければいいなというふうに感じました。以

上です。 
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●事務局 

今回、アーツカウンシルに企画をいただいておりますので、ぜひ支援をしていきたいと思

います。 

 

○永島委員 

アーツカウンシルというと我々には名前も割と知られているところがあるかもしれませ

んけれども、まだまだ一般的な活動をなさっている方々にいきなりアーツカウンシルと言

ってもなかなかイメージは湧かないと思いますので、ぜひそこをできるだけアピールして

いって、噛み砕いた言葉で伝え、そしてチラシひとつとってもそうですし、やはりせっかく

素晴らしい内容のものが出来ようとしているということを 1 人でも多くの関係する市民の

方に、自分のものとして、自分が関係するものとして、伝わるような努力を、これからして

いかないといけないし、だからこそものの始まり堺ということで、もう日本のね、代表とし

て堺にアーツカウンシルありということで頑張っていただきたいと思いますので、ぜひよ

ろしくお願いします。 

 

○菅野委員 

このアーツカウンシルが入ることによって、すごく幅広い意見が交わされてきているな

と、今日すごく思っていますので、堺市のこれからの芸術が発展していくきっかけになって

いくんだろうなと、今すごく期待をしているところです。やっぱり文化芸術というのは共生

社会を作っていく有効な手段であると思いますので、今のこのコロナの中でギスギスして

いるこの社会がこういったアーツカウンシルが入ることによって、堺市の芸術が発展して、

それでもって、市民が豊かな心を持って過ごすことができるものになっていけばいいなと

今、期待しながら、ここにおります。よろしくお願いします。 

 

○さいとう委員 

この助成金の審査だけでもすごく大変だったと思うんですが、堺市民ですので、私すごく

ありがたいなあと思ってさっきからずっと聞かせていただいていたので、ぜひ皆さん、楽し

んでやっていっていただけたらと思います。頑張ってください。お願いします。 

 

○柿本委員 

意見書にも書かせていただきましたけども、大変な作業を部会の方々、PDさん、PO さん、

関係者の方々、携えていただきまして、この採択事業を見ましても、非常に様々な方向から

応募があったと。大変だったと思いますけれども、素晴らしいものが出来つつあるなという

ので、非常に期待一杯であります。特にスタートアップ支援事業というのが、私は期待して

おりまして普通の市民がちょっと集まって、こういうことやろう、そういうのがどんどん輪

になって、草の根からそういうものが広がっていくということがやっぱり、その文化力とか

芸術力に繋がると思うので、特にこれ 1回で、例えば落ちたところが、もう次から応募しな

いというふうなことがないように、さっき、上田さんの方からもちゃんとそういうことで対
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処していただいてるという報告を聞きましたので、非常に期待しております。ありがとうご

ざいました。以上です。 

 

◎中川会長 

本日の審議は全て一応終えました。最後に事務局さんから何かご連絡ありましたら。 

 

＜事務局より説明＞ 

 

◎中川会長 

ありがとうございます。それではこれをもちまして審議会を終了したいと思います。 

予定 7分オーバーしましたけど、決して無駄な時間ではなかったと思いますので、よろし

くお願いします。 

今ふと思いついたんですが、アーツカウンシルのあだ名を募集したらどうでしょう。堺町

衆文化応援隊とか。勝手につけているんですけど、何か言いたい放題で考えたらどうですか

ね。はい、今年度はこれできますとかね、来年また変わりますとか、そんな中で楽しんでい

きましょう。どうもありがとうございました。 

 

 


